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【
問
い
合
わ
せ
】　

市
健
康
増
進
課

☎
０
９
９
４-

41-

２
１
１
０

　

映
画
「
海
の
金
魚
」 

●
上
映
期
間
＝
３
月
13
日（
土
）

〜
４
月
２
日
（
金
）

●
上
映
時
間
（
１
１
６
分
）

　

①
10
時
〜　

②
13
時
〜

　

③
16
時
〜　

④
19
時
〜

●
鑑
賞
料 

　

一
般　
　

＝
１
，
８
０
０
円

　

高
・
大
学
生

　
　
　
　
　

＝
１
，
５
０
０
円 

　

中
学
生
以
下

　
　
　
　
　

＝
１
，
０
０
０
円

　

60
歳
以
上
＝
１
，
０
０
０
円

※
上
映
期
間
、
上
映
時
間
、
鑑

賞
料
は
変
更
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
】 

㈱
ま
ち
づ
く
り
鹿
屋

☎
０
９
９
４-

35-

１
０
０
１

「
い
の
ち
と
健
康
に
関
す

る
オ
ー
プ
ン
セ
ミ
ナ
ー
」

を
開
催

　

保
健
・
医
療
に
つ
い
て
の
講

演
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時
＝
３
月
13
日
（
土
） 　

14
時
〜
16
時

●
場
所
＝
県
民
健
康
プ
ラ
ザ
健

康
増
進
セ
ン
タ
ー
第
１
研
修

室
●
入
場
料
＝
無
料

●
講
演

①
演
題
＝
命
の
花

　

講
師
＝
伊
達 

加
代
子 

氏

　
（
星
塚
敬
愛
園
看
護
部
長
）

②
演
題
＝
国
立
療
養
所
星
塚
敬

愛
園
の
今
と
こ
れ
か
ら

　

講
師
＝
後
藤 

正
道 
氏

　
（
敬
愛
園
園
長
・
病
理
医
）

③
演
題
＝
健
康
と
カ
ル
ニ
チ
ン

　

講
師
＝
吉
田 

剛
一
郎 

氏

　
（
鹿
屋
体
育
大
学
准
教
授
）

【
問
い
合
わ
せ
】

鹿
屋
体
育
大
学
内
児
玉
研
究
室

☎
０
９
９
４-

46-

４
９
６
７

鹿
屋
市
漁
協
直
販
施
設

「
み
な
と
市
場
」
が
オ
ー
プ

ン
し
ま
す

●
オ
ー
プ
ン
日
＝
３
月
20
日

（
土
）

●
営
業
日
＝
毎
週
火
〜
日
曜
日

※
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
営

業
し
、
翌
日
が
休
業
日
と

な
り
ま
す
（
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
及
び
年
末
年
始
は

除
く
）。

●
営
業
時
間
＝
10
時
〜
17
時

●
場
所
＝
鹿
屋
市
漁
業
協
同
組

合
（
古
江
町
）

●
内
容
＝
か
の
や
カ
ン
パ
チ
加

工
品
、
エ
ビ
、
魚
介
類
、
農

林
産
物
、
花
き
類
等
の
販
売

※
オ
ー
プ
ン
を
記
念
し
て
、
３

月
20
日
・
21
日
・
22
日
の
３

日
間
、
先
着
１
０
０
人
に
抽

選
券
を
配
布
し
、
抽
選
で
50

人
に
「
み
な
と
食
堂
」
で
使

え
る
２
０
０
円
割
引
券
を
プ

レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

※
「
み
な
と
食
堂
」
の
営
業
日

は
、３
月
20
日（
土
）以
降「
み

な
と
市
場
」
と
同
様
と
な
り

ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

鹿
屋
市
漁
業
協
同
組
合

☎
０
９
９
４-

46-

３
１
１
１

　

健　

康

健
康
増
進
課
か
ら
の
お
知

ら
せ

一
般
健
康
相
談

　

自
分
や
家
族
の
健
康
に
関
す

る
こ
と
で
不
安
な
こ
と
に
つ
い

て
、
保
健
師
や
栄
養
士
が
相
談

に
応
じ
ま
す
。

●
相
談
日

　

市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
・
輝

北
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
＝
３

月
23
日
（
火
）

　

吾
平
保
健
セ
ン
タ
ー
＝
３
月

15
日
（
月
）

　

串
良
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
＝

３
月
10
日
（
水
）

●
時
間
＝
９
時
30
分
〜
11
時
30

分
と
13
時
〜
15
時

※
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
は
９

時
か
ら
行
い
ま
す
。

●
内
容
＝
栄
養
、
運
動
、
休
養
、

歯
科
に
関
す
る
相
談
、
血
圧

測
定
、
尿
検
査

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
日

　

こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
や
病

気
に
つ
い
て
、
相
談
員
や
保
健

師
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
日
時
＝
３
月
23
日
（
火
）
の

９
時
〜
11
時
30
分
と
13
時
〜

15
時

●
場
所
＝
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

リ
ナ
シ
ア
タ
ー

映
画
情
報

●留意事項
①土・日、夜間に提出した戸籍届出、他の市町村に照会・
確認が必要な場合、また、申請・相談内容により後日
関係窓口にお越しいただく場合があります。

②住民基本台帳ネット関連（住民票広域交付、付記転入・
転出、住基カードの申請・発行、公的個人認証事務等）
は、全国のシステムが稼働していないため、取り扱う
ことはできません。

③住民異動の受付の際は、本人確認を行いますので、免
許証や保険証等を持参してください。

【問い合わせ】市民課（１階①番窓口）☎ 0994-31-1114

　３月中旬から４月中旬にかけては、入学や転勤等の住
民異動に伴い、市民課が大変混雑します。
　市では、市民の皆さんが利用しやすい市役所を目指し、
窓口の混雑の緩和と待ち時間の解消のため、市民課の窓
口業務を下表のとおり時間延長します。
　ぜひ、ご利用ください。

●開設日時、時間延長する窓口業務

開設日
３月 29 日（月）～４月５日（月）
※４月３日（土）・４日（日）を除く

開設時間 19 時まで

時間延長
をする窓
口業務

○住民異動（転入・転出・転居）届
○ 住民票、印鑑登録証明等の交付（戸籍届出は、
土・日及び夜間でも警備員室で預かります）
○住民異動に伴う
　① 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療
等の各種手続き

　②国民年金関係各種手続き
　③障害者手帳、療育手帳等の各種手続き
　④転校手続き、校区外通学相談
　⑤ 転入者へのごみ分別・ごみ出しルール等の
説明、ごみ分別収集カレンダー等の配布

　⑥ 乳幼児医療費助成、児童手当等の各種手続
き（転入・転出届出の人に限る）

　⑦納税相談など

税理士名 所在地 電話番号
（0994）

鶴　野　勝　義 共栄町 ☎ 43-3737
伊集院　一　男 寿２丁目 ☎ 43-2315
風呂井　　敬　 田崎町 ☎ 44-5311
岩　崎　義　朝 寿８丁目 ☎ 43-5011
朝　倉　正　博 寿８丁目 ☎ 44-8868
青　山　三　郎 本町 ☎ 42-5822
岩　崎　隆　夫 寿８丁目 ☎ 43-5011
二　宮　道　昭 新生町 ☎ 43-8723
米　田　國　雄 西原４丁目 ☎ 43-3653
鶴　野　英　一 共栄町 ☎ 43-3737
武　石　卓　郎 今坂町 ☎ 42-0560
中　島　正　夫 串良町細山田 ☎ 62-4520
　南　　光　幸 寿７丁目 ☎ 41-2810
小　林　千　鶴 上谷町 ☎ 41-8811
窪　田　伸　一 肝付町富山 ☎ 65-7456
竹之内　德　嗣 札元２丁目 ☎ 52-0810
尾　曲　　賢　 王子町 ☎ 52-0580
廣　瀬　克　彦 白崎町 ☎ 41-7763
中　倉　和　人 寿７丁目 ☎ 44-1500
大　薗　純　広 共栄町 ☎ 43-2525
半　崎　光　男 西原１丁目 ☎ 41-0234
窪　田　哲　郎 肝付町新富 ☎ 65-4095
堀之内　初　男 肝付町前田 ☎ 65-2269
橋　口　孝　二 寿２丁目 ☎ 43-2315
福　永　　譲　 西原４丁目 ☎ 41-1325
税理士法人

プレシスパートナーズ 串良町細山田 ☎ 62-4520

　南九州税理士会鹿屋支部では、所得税・消費税の
申告相談を受け付けています。相談は無料です。相
談を希望する人は、以下の税理士事務所まで電話で
予約してください。
　相談内容の秘密は守られますので、安心してご相
談ください。

ごみステーションからの資源物の持ち去り行為は禁止されています
～違反者には、４月１日から20万円以下の罰金が科されます～

所得税・消費税の
　　　　　申告相談受付中 !!

転入・転出時期は窓口開設時
間の延長を行います

【問い合わせ・連絡先】市生活環境課　☎ 0994-31-1115
　　　　　　　　　 　 鹿屋警察署　　☎ 0994-44-0110

【資源物の持ち去りについて】
　ごみステーションに排出された資源物は、売却され市の歳入となり、環境行政を推進する事業に使われて
います。しかし、近年、ごみステーションからの資源物の持ち去り行為が多発しています。
　そこで、市では４月１日から条例を一部改正し、ごみステーションからの資源物の持ち去り行為者に対し、
禁止命令を行い、それでも命令に従わない場合は、警察へ告発して、条例の罰則規定に基づき、20万円以下
の罰金が科せられることになります。
【市民の皆さんへお願い】
　現在、市では警察署と連携を図りながら、ごみステーションへの持ち去り禁止ポスターの設置や市職員等
によるパトロール等を強化し、持ち去り行為を行わないように呼びかけています。
　市民の皆さんが、持ち去り行為者に直接注意したり、車両等を制止させる行為は、トラブルを招く場合が
あります。持ち去り行為を見かけた場合は、日時・場所・車のナンバー・状況などの情報をお知らせください。
市民の皆さんのご協力をよろしくお願いします。

●相談先


